
決   議 
 

 

医療に市場原理主義が導入され、営利産業化さ

れれば、わが国の優れた公的医療保険制度は崩壊

し、二度と取り戻すことができなくなる。 

そのため、国民皆保険制度の下、いつでも、  

どこでも、だれもが公平に受けることができる 

医療を、これからも断固守り続けていく。 

以上、決議する。 
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